
●
申
込
・
問
合
先　

保
健
セ
ン
タ
ー　

☎
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０
０
０

子
宮
頸け

い

が
ん
集
団
検
診
を
受
け
ま
し
ょ
う
！

市
の
検
診
は
個
人
で
受
け
る
よ
り
４
０
０
０
円
も
お
得
！

　

子
宮
頸
が
ん
は
、
子
宮
の
入

口
付
近
に
で
き
る
が
ん
で
、
発

生
に
は
ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー
マ
ウ
イ
ル

ス
（
Ｈ
Ｐ
Ｖ
）
の
感
染
が
関
連

し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

Ｈ
Ｐ
Ｖ
は
多
く
の
人
が
感
染
し

ま
す
が
、
免
疫
力
で
自
然
に
排

出
さ
れ
ま
す
。
消
え
ず
に
感
染

が
継
続
す
る
と
子
宮
頸
が
ん
に

な
る
危
険
性
が
あ
り
ま
す
。

　

早
期
に
発
見
す
れ
ば
治
す
こ

と
の
で
き
る
が
ん
で
す
。
年
に

一
度
は
必
ず
検
診
を
受
け
ま

し
ょ
う
。
会
場
に
は
、
小
さ
な

お
子
さ
ん
連
れ
の
方
の
た
め
プ

レ
イ
ル
ー
ム
が
あ
り
ま
す
。
検

診
時
は
保
健
セ
ン
タ
ー
ス
タ
ッ

フ
が
お
子
さ
ん
を
お
預
か
り
し

ま
す
。
申
込
時
に
利
用
希
望
を

お
伝
え
く
だ
さ
い
。

▼	

対
象　

市
内
在
住
で
20
歳
以

上
（
平
成
７
年
３
月
31
日
以

前
生
ま
れ
）
の
女
性

※ 

健
康
保
険
の
種
類
は
問
わ
な

い
。
た
だ
し
次
の
方
を
除
く

（
性
経
験
の
な
い
方
が
希
望

す
る
場
合
は
要
相
談
）　

・ 

妊
娠
中
ま
た
は
妊
娠
の
可
能

性
が
あ
る
方

・ 

子
宮
疾
患
で
治
療
中
ま
た
は

経
過
観
察
中
の
方

・ 

今
年
度
す
で
に
子
宮
頸
が
ん

検
診
を
受
け
た
方

・ 

今
年
度
中
に
子
宮
が
ん
医
療

機
関
検
診
を
利
用
予
定
の
方

▼
期
日　

10
月
27
日
㈪
～
31
日
㈮

▼
会
場　

保
健
セ
ン
タ
ー

▼	
受
付
時
間　

午
後
１
時
～
１

時
45
分

▼	
内
容　

子
宮
頸
部
細
胞
診

（
ブ
ラ
シ
で
子
宮
頸
部
の
細

胞
を
採
取
）

▼	

料
金　

８
２
０
円
（
検
診
日

当
日
に
徴
収
）

※ 

75
歳
以
上（
昭
和
15
年
３
月

31
日
以
前
生
ま
れ
）の
方
・
無

料
ク
ー
ポ
ン
対
象
者
は
無
料

▼	

申
込
方
法　

９
月
24
日
㈬
～

10
月
３
日
㈮
に
電
話
ま
た
は

窓
口
で
申
し
込
む
（
午
前
８

時
30
分
～
午
後
５
時
15
分
／

土
・
日
曜
日
を
除
く
）

　

が
ん
検
診
推
進
事
業
に
該
当

す
る
方
に
、
子
宮
頸
が
ん
・
乳

が
ん
・
大
腸
が
ん
検
診
無
料
ク
ー

ポ
ン
券
を
５
月
末
に
送
付
し
ま

し
た
。
市
で
行
う
こ
れ
ら
の
検

診
を
受
診
し
た
場
合
、
自
己
負

担
金
が
無
料
に
な
り
ま
す
。
子

宮
頸
が
ん
お
よ
び
乳
が
ん
医
療

機
関
検
診
は
、
毎
年
12
月
～
３

月
に
は
大
変
混
雑
し
、
予
約
が

入
れ
に
く
く
な
り
ま
す
。
早
め

の
受
診
を
お
勧
め
し
ま
す
。

　

無
料
ク
ー
ポ
ン
券
を
紛
失
し

た
方
は
、
再
発
行
し
ま
す
の
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

●
乳・子
宮
頸
が
ん
医
療
機
関
検
診

▼
医
療
機
関　

無
料
ク
ー
ポ
ン 

券
に
同
封
の
一
覧
を
参
照

▼
受
診
期
限　

平
成
27
年
３
月

31
日
㈫
ま
で

●
乳
が
ん
集
団
検
診

▼
検
診
日　

11
月
４
日
㈫
～
７

日
㈮
、
９
日
㈰
～
11
日
㈫
▼
申
込

期
間　

10
月
６
日
㈪
～
10
日
㈮

●
大
腸
が
ん
集
団
検
診

※
集
団
検
診
の
み

▼
検
診
日　

９
月
24
日
㈬
～
10

月
23
日
㈭
▼
申
込
期
限　

９
月

19
日
㈮
ま
で

が
ん
検
診
無
料
ク
ー
ポ
ン
券
の

利
用　

忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？

屋
外
広
告
物
は
許
可
が
必
要
で
す
！

～
ま
ち
の
良
好
な
景
観
の
た
め
に
～

●
問
合
先　

市
役
所
都
市
計
画
課　

内
線
２
４
２
、２
４
３

　

私
た
ち
の
身
の
回
り
に
は
、

お
店
の
看
板
や
広
告
塔
、
ポ
ス

タ
ー
や
立
看
板
な
ど
、
大
小
を

問
わ
ず
さ
ま
ざ
ま
な
屋
外
広
告

物
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
を
表

示
す
る
た
め
に
は
、
原
則
と
し

て
市
長
の
許
可
を
受
け
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　

屋
外
広
告
物
に
は
、「
ま
ち

の
良
好
な
景
観
の
形
成
」「
公

衆
に
対
す
る
危
害
の
防
止
」
の

面
か
ら
、
設
置
場
所
や
大
き
さ

な
ど
の
規
制
が
あ
り
ま
す
。

主
な
規
制
の
例

・ 

建
物
の
壁
面
に
表
示
す
る
広

告
物
の
面
積
は
50
㎡
以
下
で
、

か
つ
、
そ
の
壁
面
の
面
積
の

５
分
の
１
以
下
（
特
別
規
制

地
区
で
は
10
分
の
１
以
下
）

・ 
広
告
塔
の
高
さ
は
10
ｍ
以
下
、

　

９
月
は
茨
城
県
の
「
屋
外
広
告
物
美
化
強
調
月
間
」
で
す
。

　

違
反
広
告
物
の
簡
易
除
去
、
適
正
な
表
示
に
係
る
広
報
・
啓
発
活

動
等
を
県
内
全
域
で
実
施
し
て
い
ま
す
。広

告
板
の
高
さ
は
６
ｍ
以
下

・ 

店
舗
等
か
ら
離
れ
た
位
置
に

広
告
物
を
表
示
す
る
場
合
、

禁
止
地
域
（
市
街
化
調
整
区

域
や
信
号
機
周
辺
な
ど
）
に

は
、
原
則
と
し
て
広
告
物
の

設
置
不
可

・ 

禁
止
物
件
（
電
柱
、街
路
樹
、

道
路
標
識
な
ど
）
に
は
原
則

と
し
て
広
告
物
の
設
置
不
可

・ 

そ
の
他
広
告
物
の
種
類
ご
と

に
基
準
あ
り

　

市
で
は
、
平
成
26
年
２
月
１

日
か
ら
「
守
谷
市
屋
外
広
告
物

条
例
」
に
基
づ
き
、
屋
外
広
告

物
の
申
請
許
可
を
行
っ
て
い
ま

す
。
規
制
内
容
や
申
請
書
式
な

ど
、
県
条
例
か
ら
の
変
更
点
が

あ
り
ま
す
の
で
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
詳
細
を
確
認
の
上
、
申
請

手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。
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